
23－02　介護保険事業

『合併協定項目（案）』

１　現行のまま新市に引き継ぐもの

　（１）　老人デイサービスセンター

　　　　　　合併後１年程度で運営体制を整備。　　　　　　　　　　　

　（２）　在宅介護支援センター

　　　　　　基幹型及び小規模基幹型の一元化を検討し、地域型を含めた全体の運営体制を整備。　

　（３）　施設介護サービス

２　各市町の現行に基づく統合や再編を行い、新市全体に適用するもの

　（１）　配食サービス

　　　　　　当面は現行体制で対応し、受託業者、昼・夕食利用回数の統合を検討。

　　　　　　また、自己負担額は「１食３００円」に統一する。

　（２）　移送サービス

　　　　　　利用者や遠方移送の増加による財政負担を考慮し、委託方式を検討。

　　　　　　また、新制度設立までは外出支援サービスを含めた現行体制で対応。

　（３）　介護保険料

　　　　　　平成17年度の介護保険事業計画策定時に新市において保険料を設定。

　（４）　介護保険低所得者利用者負担軽減措置　

　　　　　　介護保険制度及び国の特別対策に統合。

　　　　　　また、合併後２年程度で国の特別対策を上回る音別町の措置を整理。

　（５）　居宅介護サービス　

　　　　　　合併後１年程度で新市としてのサービスを設定。

　　　　　　また、利用者に地域格差が生じないよう、公益的サービスを調整。　　　　　　　　　　

３　釧路市の現行に基づき統合し、新市全体に適用するもの

　（１）　外出支援サービス

『調整方針要約一覧』（調整不要や合併前に廃止となる調整項目を除く）

調整を必要とする事項
取扱い区分

調整項目内容
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事業や施設等の名称
合併協議会
項目番号

（１）　老人デイサービスセンター 17－04－03－05 ①　合併後１年程度で運営体制を整備

（２）　在宅介護支援センター 17－04－03－06
①　基幹型及び小規模基幹型の一元化を
検討し、地域型を含めた全体の運営体制
を整備

（３）　施設介護サービス
17－04－08－13
【先行調整項目】

（１）　配食サービス
17－04－05－15
【先行調整項目】

①　当面は現行体制で対応し、受託業者、
昼・夕食利用回数の統合を検討

②　自己負担額は「１食３００円」に統一

（２）　移送サービス
17－04－05－16
【先行調整項目】

①　利用者や遠方移送の増加による財政
負担を考慮し、委託方式を検討

②　新制度設立までは外出支援サービス
を含めた現行体制で対応

（３）　家族介護用品の支給 17－04－05－21
①　合併後２年程度で国の基準を上回る制
度を整理

（４）　介護予防 17－04－05－22
①　合併後１年程度で取り組みメニューの
拡大、充実を図り、高齢者保健福祉計画に
組み入れる

（５）　家族介護慰労 17－04－05－23

（６）　介護保険事業計画 17－04－07－01
①　合併後１年程度で新市における計画を
策定

（７）　介護保険料（「介護保険料の
賦課及び徴収」）

17－04－08－01
【先行調整項目】

①　平成17年度の介護保険事業計画策定
時に新市において保険料を設定

（８）　被保険者資格管理 17－04－08－02
①　合併時に新市としての被保険者証を発
行

（９）　介護保険低所得者利用者負
担軽減措置

17－04－08－04

①　介護保険制度及び国の特別対策に統
合

②　合併後２年程度で国の特別対策を上
回る音別町の措置を整理

（10）　介護認定審査会 17－04－08－06
①　新市として介護認定審査会を設置し、
審査会開催日、開催方法及び委員構成等
を調整

（11）　介護保険申請受付事務 17－04－08－07 ①　各地域での申請受付体制を調整

（12）　介護保険料滞納整理事務 17－04－08－08
①　税及び各種料金との徴収部門一元化
を検討

（13）　介護保険苦情・相談 17－04－08－09 ①　現行体制を引き継ぎ対応

（14）　在宅介護相談協力員 17－04－08－12
①　現行体制で移行するが、新市で制度
の一元化を図るとともに、各在宅介護支援
センターへ在宅介護相談協力員を配置

（15）　居宅介護サービス
17－04－08－14
【先行調整項目】

①　合併後１年程度で新市としてのサービ
スを設定

②　利用者に地域格差が生じないよう、公
益的サービスを調整

（16）　その他の介護予防・生活支
援

17－04－09－03
①　合併後１年程度で実施事業の統合を
図り、高齢者保健福祉計画に組み入れる

（１）　外出支援サービス 17－04－05－17 ①　利用料は介護報酬に基づく

（２）　介護支援専門員の支援及び
指導

17－04－08－11

３　釧路市の現行に基づき統合し、
新市全体に適用するもの

（定めがある場合、所要期間を明示）

１　現行のまま新市に引き継ぐもの

２　各市町の現行に基づく統合や
再編を行い、新市全体に適用する
もの

取扱い区分
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（３）　生きがい対策と健康づくり推
進

17－04－09－01
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